
鳥取県測量等業務制限付一般競争入札実施要綱の一部改正 

鳥取県測量等業務制限付一般競争入札実施要綱（平成19年８月１日付第200700065699号鳥取県県土整備部長通知）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

第１条～第４条 略 

（入札参加条件） 

第５条 略 

２ 発注機関は、次に掲げる事項に留意して入札参加条件を設定することができる。 

（１）～（４）略 

（５）県外に本店を有する有資格者の条件 

第２号にかかわらず、技術者の保有要件は別表第５に掲げるとおりとする。 

また、委託対象設計金額が１億円未満の業務（特殊な業務（模型実験、特殊で高度な解析業務、法に基づ

く環境影響評価等）を除く）の場合は、原則として県内に営業所等（納税義務を有し、納期限が到来して

いる直前の事業年度において法人県民税、法人事業税の未納税額がない営業所等に限る。）を有すること

を設けること。 

（６）略 

３～４ 略 

 

別表第１（第５条関係） 略 

別表第２（第５条関係） 

 建設コンサルタント登録、地質調査業者登録、補償コンサルタント登録、同種業務実績及び配置技術

者要件を設定する業務 

１ 発注業種別の応募条件 

（１）測量業務 

 

公告事項 

 

業務の 

難易度・規模 

入札参加者の条件 
低価格落札者の

条件 

会社要件 配置技術者要件 配置技術者要件 

建設コンサル

タント登録・

登録部門 

同種業

務実績 
特定資格 

同種業務履行

実績 
特定資格 

特に難易度の高い 

業務 

略 

委託対象設計金額が

２千万円以上 

委託対象設計金額が

１千万円以上 

２千万円未満 

委託対象設計金額が

１百万円以上 

１千万円未満 

 

第１条～第４条 略 

（入札参加条件） 

第５条 略 

２ 発注機関は、次に掲げる事項に留意して入札参加条件を設定することができる。 

（１）～（４）略 

（５）県外に本店を有する有資格者の条件 

第２号にかかわらず、技術者の保有要件は別表第５に掲げるとおりとする。 

また、委託対象設計金額が１億円未満の業務（特殊な業務（模型実験、特殊で高度な解析業務、法に基づ

く環境影響評価等）を除く）の場合は、原則として県内に営業所等（納期限が到来している直前の事業年

度において法人県民税、法人事業税の未納税額がない営業所等に限る。）を有することを設けること。 

 

（６）略 

３～４ 略 

 

別表第１（第５条関係） 略 

別表第２（第５条関係） 

 建設コンサルタント登録、地質調査業者登録、補償コンサルタント登録、同種業務実績及び配置技術者

要件を設定する業務 

１ 発注業種別の応募条件 

（１）測量業務 

 

公告事項 

 

業務の 

難易度・規模 

入札参加者の条件 
低価格落札者の

条件 

会社要件 配置技術者要件 配置技術者要件 

建設コンサル

タント登録・

登録部門 

同種業

務実績 
特定資格 

同種業務履行

実績 
特定資格 

特に難易度の高い 

業務 

略 

委託対象設計金額が

２千万円以上 

委託対象設計金額が

８百万円以上２千万

円未満 

委託対象設計金額が

１百万円以上８百万

円未満 

 



改 正 後 改 正 前 

（２）土木関係建設コンサルタント業務 

 

公告事項 

 

 

業務の 

難易度・規模 

入札参加者の条件 
低価格落札者の

条件 

会社要件 配置技術者要件 配置技術者要件 

建設コンサル

タント登録・

登録部門 

同種業

務実績 
特定資格 

同種業務履行

実績 
特定資格 

特に難易度の高い 

業務 

略 

委託対象設計金額

が２千万円以上 

委託対象設計金額

が１千万円以上 

２千万円未満 

（削除） 

委託対象設計金額

が１百万円以上 

１千万円未満 

 

（３）地質調査業務 

 

公告事項 

 

業務の 

難易度・規模 

入札参加者の条件 
低価格落札者の

条件 

会社要件 配置技術者要件 配置技術者要件 

地質調査業

者登録等 

同種業

務実績 
特定資格 

同種業務履

行実績 
特定資格 

特に難易度の高い 

業務 

略 

委託対象設計金額が

２千万円以上 

委託対象設計金額が

１千万円以上 

２千万円未満 

（削除） 

委託対象設計金額が

１百万円以上 

１千万円未満 

 

（２）土木関係建設コンサルタント業務 

 

公告事項 

 

 

業務の 

難易度・規模 

入札参加者の条件 
低価格落札者の

条件 

会社要件 配置技術者要件 配置技術者要件 

建設コンサル

タント登録・

登録部門 

同種業

務実績 
特定資格 

同種業務履行

実績 
特定資格 

特に難易度の高い 

業務 

略 

委託対象設計金額

が２千万円以上 

委託対象設計金額

が１千万円以上２

千万円未満 

委託対象設計金額

が８百万円以上１

千万円未満 

委託対象設計金額

が１百万円以上８

百万円未満 

 

（３）地質調査業務 

 

公告事項 

 

業務の 

難易度・規模 

入札参加者の条件 
低価格落札者の

条件 

会社要件 配置技術者要件 配置技術者要件 

地質調査業

者登録等 

同種業

務実績 
特定資格 

同種業務履

行実績 
特定資格 

特に難易度の高い 

業務 

略 

委託対象設計金額が

２千万円以上 

委託対象設計金額が

１千万円以上２千万

円未満 

委託対象設計金額が

８百万円以上１千万

円未満 

委託対象設計金額が

１百万円以上８百万

円未満 

 



改 正 後 改 正 前 

（４）補償関係コンサルタント業務 

 

公告事項 

 

 

 

業務の 

難易度・規模 

入札参加者の条件 
低価格落札者の

条件 

会社要件 配置技術者要件 配置技術者要件 

補償コンサル

タント登録・

登録部門 

同種業

務実績 
特定資格 

同種業務履

行実績 
特定資格 

特に難易度の高い 

業務 

略 

委託対象設計金額が

２千万円以上 

委託対象設計金額が

１千万円以上 

２千万円未満 

（削除） 

委託対象設計金額が

１百万円以上 

１千万円未満 

 

別表第３（第５条関係）  

土木関係建設コンサルタント業務に該当する登録部門 

分野 項目 
建設コンサルタント登録 技術士 RCCM 

登録部門 技術部門 選択科目 専門技術部門 

略 

 

農業農村整備事業等に該当する登録部門 

分野 項目 

建設コンサルタント登録 技術士 RCCM 

登録部門 技術部門 選択科目 
専門技術

部門 

ＲＣＣＭに

準ずる資格 

略 

 

地質調査業務に該当する登録部門 

分野 項目 
建設コンサルタント登録 技術士 RCCM 

登録部門 技術部門 選択科目 専門技術部門 

略 

 

 

（４）補償関係コンサルタント業務 

 

公告事項 

 

 

 

業務の 

難易度・規模 

入札参加者の条件 
低価格落札者の

条件 

会社要件 配置技術者要件 配置技術者要件 

補償コンサル

タント登録・

登録部門 

同種業

務実績 
特定資格 

同種業務履

行実績 
特定資格 

特に難易度の高い 

業務 

略 

委託対象設計金額が

２千万円以上 

委託対象設計金額が

１千万円以上２千万

円未満 

委託対象設計金額が

８百万円以上１千万

円未満 

委託対象設計金額が

１百万円以上８百万

円未満 

 

別表第３（第５条関係）  

土木関係建設コンサルタント業務に該当する登録部門 

分野 項目 
建設コンサルタント登録 技術士 RCCM 

登録部門 技術部門 選択科目 登録部門 

略 

 

農業農村整備事業等に該当する登録部門 

分野 項目 

建設コンサルタント登録 技術士 RCCM 

登録部門 技術部門 選択科目 登録部門 
ＲＣＣＭに

準ずる資格 

略 

 

地質調査業務に該当する登録部門 

分野 項目 
建設コンサルタント登録 技術士 RCCM 

登録部門 技術部門 選択科目 登録部門 

略 

 

 



改 正 後 改 正 前 

別表第４（第５条関係）  

県内に本店を有する有資格者の場合 

（１）建築関係建設コンサルタント業務以外の測量等業務に係るもの  

業種 

   規模 

 

 

 

難易度 

委託対象設計

金額が 

100万円以上

400万円未満 

（削除） 

 委託対象設

計金額が 

400万円以上

1千万円未満 

委託対象設計

金額が 

1千万円以上 

2千万円未満 

委託対象設

計金額が 

2千万円以上 

測量

業務 

特に高い 略 

通  常 

Ｂ級の要件を

満たし、かつ、

測量業務共通

仕様書（昭和

54 年 11 月 13

日付 発管第

198 号鳥取県

土木 部長通

知）の規定を

満たす技術者

が配置可能な

者で あるこ

と。 

（削除） Ａ級の要件を満たす者であること。 

土木

関係

建設

コン

サル

タン

ト業

務 

 

 

 

特に高い 略 

高  い 略 略 略 

通  常 略 （削除） 

Ａ級の要件

を満たす者

であること 

略 

 

 

 

 

 

別表第４（第５条関係）  

県内に本店を有する有資格者の場合 

（１）建築関係建設コンサルタント業務以外の測量等業務に係るもの  

業種 

   規模 

 

 

 

難易度 

委託対象設計

金額が 

100万円以上

300万円未満 

委託対象設

計金額が 

300万円以

上800万円

未満 

 委託対象設

計金額が 

800万円以上 

1千万円未満 

委託対象設計

金額が 

1千万円以上 

2千万円未満 

委託対象設計

金額が 

2千万円以上 

測量

業務 

特に高い 略 

通  常 

測量業務共通

仕様書（昭和

54 年11 月13

日付発管第

198 号鳥取県

土木部長通

知）の規定を

満たす技術者

が配置可能、

かつ、測量士

３名未満を保

有する者であ

ること。 

測量士３

名以上を

保有する

者である

こと。 

Ａ級の要件を満たす者であること。 

土木

関係

建設

コン

サル

タン

ト業

務 

特に高い 略 

高  い 略 略 略 

通  常 略 

技術士又

は RCCM を

合計２名

以上、か

つ、全技術

者を 10 名

以上保有

する者で

あること。 

Ａ級の要件

を満たす者

であること。 

略 

 

 

 

 



改 正 後 改 正 前 

 

業種 

   規模 

 

 

 

難易度 

委託対象設計

金額が 

100万円以上 

400万円未満 

（削除） 

 委託対象設

計金額が 

400万円以上

1千万円未満 

委託対象設

計金額が 

1千万円以

上 

2千万円未

満 

委託対象設

計金額が 

2千万円以上 

地質

調査

業務 

特に高い Ａ級の要件を満たし、かつ、全技術者を20名以上保有する者であること。 

高  い Ａ級の要件を満たす者であること。 略 

通  常 略 （削除） 

技術士又は

RCCM を合計

２名以上、か

つ、地質調査

技士を１名

以上及び全

技術者を 10

名以上保有

する者であ

ること。 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業種 

   規模 

 

 

 

難易度 

委託対象設計

金額が 

100万円以上 

300万円未満 

委託対象設計

金額が 

300万円以上 

800万円未満 

 委託対象設

計金額が800

万円以上 

1千万円未満 

委託対象設

計金額が 

1千万円以

上2千万円

未満 

委託対象設

計金額が 

2千万円以上 

地質

調査

業務 

特に高い Ａ級の要件を満たし、かつ、全技術者を20名以上保有する者であること。 

高  い Ａ級の要件を満たす者であること。 略 

通  常 略 

技術士又は

RCCM を合計

２名以上、か

つ、地質調査

技士を１名

以上及び全

技術者を 10

名以上保有

する者であ

ること。 

Ａ級の要件

を満たす者

であること。 

略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改 正 後 改 正 前 

 

業種 

   規模 

 

 

 

難易度 

委託対象設計

金額が 

100万円以上

400万円未満 

（削除） 

 委託対象

設計金額が

400万円以上 

1千万円未満 

委託対象設計

金額が 

1千万円以上 

2千万円未満 

委託対象設計

金額が 

2千万円以上 

補 償

関 係

コ ン

サ ル

タ ン

ト 業  

務 

特に高い 

略 

通 
 

常 

土地調査

業務以外 

土

地

調

査

業

務 

下記

以外 

共通

仕様

書に

規定

する

用地

測量

を含

む場

合 

略 （削除） 

Ａ級の要件

を満たし、

かつ、共通

仕様書の規

定を満たす

技術者が配

置可能及び

測量士を３

名以上保有

する者であ

ること。 

Ａ級の要件を満たし、かつ、

共通仕様書の規定を満たす

技術者が配置可能及び測量

士を４名以上保有する者で

あること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業種 

   規模 

 

 

 

難易度 

委託対象設計

金額が 

100万円以上

300万円未満 

委託対象設計

金額が 

300万円以上 

800万円未満 

 委託対象設

計金額が 

800万円以上 

1千万円未満 

委託対象設計

金額が 

1千万円以上 

2千万円未満 

委託対象設計

金額が 

2千万円以上 

補 償

関 係

コ ン

サ ル

タ ン

ト 業  

務 

特に高い 

略 

通 
 

常 

土地調査

業務以外 

土

地

調

査

業

務 

下記

以外 

共通

仕様

書に

規定

する

用地

測量

を含

む場

合 

略 

Ａ級の要件

を満たし、

かつ、共通

仕様書の規

定を満たす

技術者が配

置可能及び

測量士を３

名以上保有

する者であ

ること。 

Ａ級の要件を満たし、かつ、共通仕様書の

規定を満たす技術者が配置可能及び測量

士を４名以上保有する者であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改 正 後 改 正 前 

（２）建築関係建設コンサルタント業務 

業種 

規模 

 

 

難易度 

委託設計対象金額が 

100万円以上300万円

未満 

委託設計対象金額が 

300万円以上500万

円未満 

委託設計対象

金額が500万

円以上900万

円未満 

委託設計対

象金額が 

900万円

以上 

建築

設計

業務 

特に 

高い 

略 

高い 

通常 

設備

設計

業務 

― 

建築

監理

業務 

― 

 

（２）建築関係建設コンサルタント業務 

業種 

規模 

 

 

難易度 

委託設計対象金額が 

100万円以上300万円

未満 

委託設計対象金額が 

300万円以上500万

円未満 

委託設計対象

金額が500万

円以上900万

円未満 

委託設計対

象金額が 

900万円

以上 

建築

設計

業務 

特に 

高い 

略 

高い 

通常 

設備

設計

業務 

― 

建築

監理

業務 

― 

 

 

附 則 

この改正は、令和７年４月1日以後に調達公告を行う測量等業務から適用する。 


